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告 示

北海道告示第２４４号

昭和６２年北海道告示第１７７０号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
札幌市の項医療法人禎心会病院の事項の次に次の１事項を加える。

札幌心臓血管クリニック 札幌市東区北４９条東１６丁目８ 平成２４．３．３０
番１号

札幌市の項医療法人社団札幌清田整形外科病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．

３．３１」に改める。

函館市の項函館赤十字病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

小�市の項小�循環器病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
旭川市の項独立行政法人国立病院機構道北病院の事項及び同項市立旭川病院の事項中「平

成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

岩見沢市の項岩見沢市立総合病院の事項及び同項独立行政法人労働者健康福祉機構北海道

中央労災病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

網走市の項ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」

に改める。

稚内市の項市立稚内病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

美唄市の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

紋別市の項医療法人社団耕仁会曽我クリニックの事項及び同項北海道立紋別病院の事項中

「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

三笠市の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

根室市の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

千歳市の項医療法人社団千歳豊友会病院の事項中「医療法人社団千歳豊友会病院」を「医

療法人社団豊友会千歳豊友会病院」に、「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

深川市の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

八雲町の項八雲町熊石国民健康保険病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に

改める。

せたな町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

長万部町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

奥尻町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

奈井江町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

月形町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

沼田町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

上富良野町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

美深町の項の次に次の１項を加える。
音威子府村 音威子府村立診療所 中川郡音威子府村字音威子府 平成２４．３．３０

５０９番地８８
猿払村の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
浜頓別町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
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中頓別町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
枝幸町の項枝幸町国民健康保険病院の事項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改め
る。
豊富町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
利尻町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
大空町の項中「女満別中央病院」を「医療法人社団双心会女満別中央病院」に、「平成２３．
３．３１」を「平成２４．３．３０」に改める。
津別町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
斜里町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
雄武町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。
芽室町の項の次に次の１項を加える。
更別村 更別村国民健康保険診療所 河西郡更別村字更別１９０番地 平成２４．３．３０

１
足寄町の項の次に次の１項を加える。
陸別町 陸別町国民健康保険関寛斎診 足寄郡陸別町字陸別東２条３ 平成２４．３．３０

療所 丁目１番地
弟子屈町の項中「平成２１．３．３１」を「平成２４．３．３１」に改める。

北海道告示第２４５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２１．３．２４ 南美原土地改良区
同 ２１．３．２６ 沼田町土地改良区

北海道告示第２４６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
土 地 改 良 区 名 土 地 改 良 施 設 名 管 理 規 程 の 概 要
てしおがわ土地改良区 風連別川補助線頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 風連別川２９線頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。

北海道告示第２４７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２１年４月７日から２０日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第８７条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
第 一 中山間地域総合農地防災（農業用用排水施設、暗きょ排水） 北海道留萌支庁
達 布 同 同

北海道告示第２４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９５条の２第３項において準用する同法第８条第１
項の規定により、次の土地改良事業の土地改良事業計画の変更の認可の申請を適当と決定し
た。
その関係書類は、平成２１年４月７日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
事 業 主 体 名 地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
浦幌町農業協同組合 上浦幌 基盤整備促進［基盤整備］（暗きょ排水、客土） 北海道十勝支庁
同 下浦幌 同 （暗きょ排水） 同

北海道告示第２４９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 根室市初田牛２７８の２
� 指 定 の 目 的 魚つき
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� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 野付郡別海町上風連２４６の５（次の図に示す部分に限る。）、
２４６の３

� 指 定 の 目 的 風害の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
	 次の森林については、主伐は、択伐による。
上風連２４６の５


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所 野付郡別海町別海２０５の１８、２０５の２６、２０５の２８、２０６の２、
２０６の１１、２０６の１２、２０６の１６、２０６の２０、２０６の２６、２０６の３２、
２０７の１０、２０７の２２、２０８の４から２０８の６まで、２０８の１１、２０８の
１２、２０８の３３

� 指 定 の 目 的 風害の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁産
業振興部林務課並びに根室市役所及び別海町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５０号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２１年４月３日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 釧路市音別町音別原野西一線１８３の１地先（国有林。
次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 網走市字音根内３０１地先・３０１・３０４・３４５の１（以上１
筆地先３筆について次の図に示す部分に限る。）、３０２、
３０３、字栄１６６の４・４０３の１（以上２筆について次の図
に示す部分に限る。）、４０３の３、４０４

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 網走市字稲富９０の６（国有林。次の図に示す部分に限
る。）、７１の１・７１の２（以上２筆について次の図に示
す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 留萌市大字留萌村字ペンケペサン１５８１の１（次の図に
示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所 寿都郡寿都町字�岸町建岩９８の４（国有林。次の図に
示す部分に限る。）、１６９・１７９・１９５の２・１９７の１（以
上４筆について次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所 常呂郡置戸町字境野２８６の１（次の図に示す部分に限
る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所 紋別郡西興部村字上藻１００５の１地先・１００５の１・１００６・
１００８・１０１３の１（以上１筆地先４筆について次の図に示

す部分に限る。）、１００７、１００９
� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐は、択伐による。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

８� 保安林予定森林の所在場所 沙流郡平取町字貫気別２７６の１・２７８の５（以上２筆に
ついて次の図に示す部分に限る。）、２７７の５、２７７の６、
２７９の１、２８０の１

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 次の森林については、主伐は、択伐による。
字貫気別２７６の１・２７８の５・２７９の１（以上３筆について次の図に示す部分に限
る。）


 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに関係市役所及び町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 二海郡八雲町上の湯３７０、３７１
２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
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北海道告示第２５２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 野付郡別海町上風連２４６の７、２４６の８
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
２� 解除に係る保安林の所在場所 標津郡標津町字茶志骨５３８の１（次の図に示す部分

に限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁産業振興部林務課及び標津町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 江別市元野幌１２１１・１２１２（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地及び河川管理施設用地とするため
２� 解除に係る保安林の所在場所 恵庭市北島３９、７７、８５
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道石狩支庁産業振興部林務課及び江別市役所に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５４号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 解除予定保安林の所在場所 美唄市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 鉱業用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 美唄市１８４９の１（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 鉱業用地とするため
３� 解除予定保安林の所在場所 上川郡清水町字美蔓１０００の１４（次の図に示す部分に

限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに美唄市役所及
び清水町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５５号

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第５条第１項の規定により、次の河川を二級河川として
指定する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
水 系 名 河 川 名 区 間

����������������������������
上 流 端 下 流 端

安 平 川 遠 浅 川 左岸 勇払郡安平町遠浅６９１番４８地先 安平川への合流点
右岸 苫小牧市字柏原１２３番１地先

久根別川 水無沢川 左岸 亀田郡七飯町字桜町４０５番１地先 久根別川への合流点
右岸 亀田郡七飯町字上藤城６７番４地先

久根別川 藤 城 川 左岸 亀田郡七飯町字上藤城３９番６地先 久根別川への合流点
の藤城３号橋下流端

右岸 亀田郡七飯町字藤城１６９番２地先

北海道告示第２５６号

平成３年北海道告示第６０８号（二級河川の指定）の一部を次のように改正する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
明野川の項を次のように改める。
水系名 河川名 区 間

����������������������������
上 流 端 下 流 端

安平川 明野川 苫小牧市字高丘１２６番２地先の北海道縦貫 勇払川への合流点
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自動車道ボックスカルバート下流端

北海道告示第２５７号

昭和３６年北海道告示第１２２８号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道函館土木現業所に備え置いて
縦覧に供する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１渡島東沿岸海岸保全区域の表渡島東沿岸の�森海岸の森町の項海岸保全区域の欄中５の
事項を次のように改める。
５ 鷲ノ木地区海岸の次の基点�から基点�までの各点を順次に結ぶ線、基点�と補点Ａを
結ぶ線、補点Ａと補点Ｂを結ぶ線及び基点�と補点Ｂを結ぶ線によって囲まれた区域
基点� 座標値 Ｘ＝－２０９，１７８．２４３、Ｙ＝＋２４，１４７．１７５
基点� 基点�から方向角３１１度３９分５０秒の方向１７．８７４メートルの地点
基点� 基点�から方向角３１１度３９分５４秒の方向１２．９０８メートルの地点
基点� 基点�から方向角３１４度５５分３４秒の方向１８７．８６５メートルの地点
基点� 基点�から方向角３０５度２６分１８秒の方向３８．４４４メートルの地点
基点� 基点�から方向角２９８度２５分２５秒の方向４８．７７０メートルの地点
基点� 基点�から方向角３１４度０８分０６秒の方向３０．５８９メートルの地点
基点� 基点�から方向角３２０度３３分５０秒の方向３９．０１８メートルの地点
補点Ａ 基点�から方向角３６度５５分０１秒の方向９６．５５６メートルの地点
補点Ｂ 基点�から方向角５８度００分０４秒の方向９５．４１９メートルの地点

北海道告示第２５８号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２１年４月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項社団法人北海道食品衛生協会の事項中「同 岩見沢
支部岩見沢コミュニティプラザ出張所」を「同 岩見沢支部有明交流プラザ
出張所」に改め、「同 美幌支部」を削る。

支 庁 告 示

北海道留萌支庁告示第４０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年４月３日

北海道留萌支庁長 西 田 俊 夫
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 複写機等の賃貸借その１
デジタルカラ－複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その２
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その３
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その４
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その５
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その６
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その７
デジタルカラ－複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

� 複写機等の賃貸借その８
デジタルカラ－複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

２ 落札を決定した日
平成２１年３月３日

３ 落札者の氏名及び住所
� 複写機等の賃貸借その１
ア 氏 名 北鐘興産株式会社
イ 住 所 増毛郡増毛町畠中町３丁目８２

� 複写機等の賃貸借その２
ア 氏 名 株式会社栄進堂
イ 住 所 留萌市栄町２丁目５番２８号

� 複写機等の賃貸借その３
ア 氏 名 株式会社栄進堂
イ 住 所 留萌市栄町２丁目５番２８号

� 複写機等の賃貸借その４
ア 氏 名 株式会社栄進堂
イ 住 所 留萌市栄町２丁目５番２８号
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� 複写機等の賃貸借その５
ア 氏 名 北鐘興産株式会社
イ 住 所 増毛郡増毛町畠中町３丁目８２

� 複写機等の賃貸借その６
ア 氏 名 北鐘興産株式会社
イ 住 所 増毛郡増毛町畠中町３丁目８２

� 複写機等の賃貸借その７
ア 氏 名 株式会社旭屋書店
イ 住 所 苫前郡羽幌町南３条３丁目７番２号

� 複写機等の賃貸借その８
ア 氏 名 北鐘興産株式会社
イ 住 所 増毛郡増毛町畠中町３丁目８２

４ 落札金額
� 複写機等の賃貸借その１
基本料金 １月当たり ２１，４００円
複写料金 フルカラ－ １枚から１，０００枚まで １枚当たり ２２．７０円

１，００１枚から３，０００枚まで １枚当たり １９．５０円
３，００１枚以上 １枚当たり １８．２０円

モノクロ １枚以上 １枚当たり ４．８０円
� 複写機等の賃貸借その２
基本料金 １月当たり ６，３００円
複写料金 １枚から１，０００枚まで １枚当たり ２．１０円

１，００１枚から５，０００枚まで １枚当たり ２．１０円
５，００１枚以上 １枚当たり ２．１０円

� 複写機等の賃貸借その３
基本料金 １月当たり ５，４００円
複写料金 １枚から１，０００枚まで １枚当たり １．８０円

１，００１枚から５，０００枚まで １枚当たり １．８０円
５，００１枚以上 １枚当たり １．８０円

� 複写機等の賃貸借その４
基本料金 １月当たり １４，８００円
複写料金 １枚から ２００枚まで １枚当たり ５．００円

２０１枚から ５００枚まで １枚当たり ４．９０円
５０１枚以上 １枚当たり ４．５０円

� 複写機等の賃貸借その５

基本料金 １月当たり ５５，９００円
複写料金 １枚から１，０００枚まで １枚当たり ４．５０円

１，００１枚から４，０００枚まで １枚当たり ３．９０円
４，００１枚以上 １枚当たり ３．５０円

� 複写機等の賃貸借その６
基本料金 １月当たり ３０，５００円
複写料金 １枚から２，０００枚まで １枚当たり ４．５０円

２，００１枚から５，０００枚まで １枚当たり ３．９０円
５，００１枚から２０，０００枚まで １枚当たり ３．５０円
２０，００１枚以上 １枚当たり ３．２０円

� 複写機等の賃貸借その７
基本料金 １月当たり ２１，９００円
複写料金 モノクロ １枚から１，０００枚まで １枚当たり ４．８０円

１，００１枚以上 １枚当たり ４．３０円
フルカラ－ １枚から１，０００枚まで １枚当たり ２２．７０円

１，００１枚から３，０００枚まで １枚当たり １９．５０円
３，００１枚以上 １枚当たり １８．２０円

カラ－プリント １枚以上 １枚当たり ２２．７０円
� 複写機等の賃貸借その８
基本料金 １月当たり ２１，３００円
複写料金 モノクロ １枚から１，０００枚まで １枚当たり ４．７０円

１，００１枚以上 １枚当たり ４．２０円
フルカラ－ １枚から１，０００枚まで １枚当たり ２２．５０円

１，００１枚から３，０００枚まで １枚当たり １９．４０円
３，００１枚以上 １枚当たり １８．００円

カラ－プリント １枚以上 １枚当たり ２２．５０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年２月３日付け北海道留萌支庁告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 複写機等の賃貸借その１からその５
ア 名 称 北海道留萌支庁地域振興部総務課
イ 所在地 留萌市住之江町２丁目

� 複写機等の賃貸借その６からその８
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ア 名 称 北海道留萌土木現業所企画総務部総務課
イ 所在地 留萌市住之江町２丁目

北海道十勝支庁告示第４６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年４月３日

北海道十勝支庁長 岡 本 光 昭
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 複写機の賃貸借契約その１
複写機等の賃貸借 １台（１月当たりの単価）

� 複写機の賃貸借契約その２
複写機等の賃貸借 １台（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２１年３月１０日

３ 落札者の氏名及び住所
� 複写機の賃貸借契約その１
ア 氏 名 キョーワ事務機株式会社
イ 住 所 帯広市西６条南３４丁目４５番地

� 複写機の賃貸借契約その２
ア 氏 名 キョーワ事務機株式会社
イ 住 所 帯広市西６条南３４丁目４５番地

４ 落札金額
� 複写機の賃貸借契約その１
基本料金 ０円
複写料金 １枚から ５００枚まで １枚当たり ２．２０円

５０１枚から１，５００枚まで １枚当たり ２．２０円
１，５０１枚以上 １枚当たり ２．２０円

� 複写機の賃貸借契約その２
基本料金 ０円
複写料金 １枚から ３００枚まで １枚当たり ２．２０円

３０１枚以上 １枚当たり ２．２０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成２１年１月２７日付け北海道十勝支庁告示第４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝支庁産業振興部農務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

道 企 業 管 理 規 程

沼の沢取水堰管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２１年４月３日

北海道公営企業管理者 青 木 次 郎
北海道企業管理規程第６号

せき

沼の沢取水堰管理規程の一部を改正する規程
沼の沢取水堰管理規程（平成５年北海道企業管理規程第４号）の一部を次のように改正す
る。

せき

第２条中「沼の沢取水堰管理所」を「夕張川発電管理事務所」に改める。
第５条中を「石狩、空知及び後志」を「南空知」に改める。
別表第１を次のように改める。
別表第１（第１６条及び第１７条）

通 知 の 相 手 方
通知の方法 摘 要

名 称 担 当 機 関 の 名 称

北 海 道 知 事 札幌土木現業所長沼出張所 加 入 電 話 ０１２３－８８－２３４６

川端ダム出張所長 川端ダム管理係 加 入 電 話 ０１２３－８５－２３１１

北 海 道 開 発 局 長 石狩川開発建設部江別河川事務所 加 入 電 話 ０１１－３８２－２３５８

別表第２第１号スピーカーの項スピーカーの位置欄中「２２９－３番地」を「２２８－３番地」
に、同表第３号スピーカーの項スピーカーの位置欄中「沼の沢」を「紅葉山」に改める。

附 則

この規程は、平成２１年４月３日から施行する。

８北 海 道 公 報 第����号平成２１年４月３日（金曜日）
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